
取得価額
600万円

400万円

投資額
1,000万円 取得費

600万円

900万円

他の株式譲渡益発生
株式取得
（Ａ株式）

株式売却
（Ａ株式）

1,500万円

株式譲渡益

株式譲渡益

優遇措置Ｂの仕組み

対象企業へ投資をした年
翌
年
以
降

 A株式の投資額やA株式と相殺可能な
他の株式等譲渡益には上限はありませ
ん。他の株式等譲渡益には未上場株
式だけでなく上場株式等も含まれます。

対象企業への投資額を
その年の他の株式等譲渡益から控除

取得価額の調整
取得費（原始取得価額－優遇の適用を受けた金額）

 優遇措置を受けるためには、A株式を取
得した年の年末まで当該株式を保有し
ている必要があります。

 A株式を取得後、会社が上場した場合
であっても、A株式を年末まで保有してい
れば、他の株式等譲渡益との相殺は可
能です。

 他の株式等譲渡益には、A株式は含ま
れません。仮に、A株式を取得した1年
前に同じ会社の株式を取得し、この株
式を今年になって売却し、譲渡益が出て
いたとしても、この譲渡益は相殺対象と
はなりません。

【他の株式等譲渡益に対する課税】
（他の株式等譲渡益400万円
−控除額400万円）×15％＝0円

【株式売却に対する課税】
取得費：原始取得価格1,000万円−控除額400万円＝600万円
（譲渡価格1,500万円−取得費600万円）×15％＝135万円

控除可能

1,000万円

課税の繰延べ

エンジェル税制対象企業

相殺


